
平成29年度第1回
佐渡市都市計画審議会資料

平成２９年11月13日（月）

市役所本庁舎 3階 大会議室



（１）佐渡都市計画区域の変更について（新潟県指定）

（２）佐渡圏域広域都市計画マスタープランの策定について（新潟県決定）

（３）都市計画区域名の変更に伴う名称変更について（佐渡市決定）

（４）佐渡都市計画下水道の変更について（佐渡市決定）

（５）佐渡都市計画公園の名称変更について（佐渡市決定）

（６）佐渡都市計画汚物処理場の変更について（佐渡市決定）

（７）佐渡都市計画臨港地区の変更について（新潟県決定）

県決定・市決定について



○平成29年6月8日 ： 住民説明会

○平成29年7月18日 ： 公聴会（中止）

○平成29年9月29日
～10月13日： 法第17条縦覧（案の縦覧）

○平成29年11月13日 ： 佐渡市都市計画審議会

○平成29年11月22日 ： 新潟県都市計画審議会（予定）

経緯の概要



（１）：都市計画区域の変更について
（新潟県指定）



都市計画区域について

○「都市計画区域」とは（都市計画法第5条）

・自然的、社会的条件並びに人口、土地利用、

交通量などの現況及び推移を勘案して、

一体の都市として総合的に整備、開発及び

保全する必要がある区域を指定

○ 県が「都市計画区域」を指定



都市計画区域の再編の基本的な考え方

○「新潟県の都市計画区域再編に関する提言」より

① １つの市町村に複数の都市計画区域を有しない

ことを基本

② 都市として一体的に計画・整備・保全することが適当

な地域は都市計画区域の統合を行い、広域化を図る

③ 都市計画区域外で開発が行われている地域及び今後

開発が予想される地域を積極的に都市計画区域に

含める



● 都市計画区域 （現 行）

現在の都市計画区域について

都市計画
区域名

当初指定
年月日

区域エリア

両　津 S22.9.11 旧両津市、旧新穂村

相　川 S12.4.7 旧相川町

真　野 S27.3.28 旧真野町、旧畑野町

佐和田 S25.5.23 旧佐和田町、旧金井町

両津
都市計画区域相川

都市計画区域

真野
都市計画区域

佐和田
都市計画区域

新穂地区



・両 津 都市計画区域
・相 川 都市計画区域
・真 野 都市計画区域
・佐和田 都市計画区域

● 都市計画区域 （現 行）

● 都市計画区域を統合（４→１）

佐 渡 都市計画区域

都市計画区域の変更について

佐渡
都市計画区域



（２）：佐渡圏域広域都市計画マスタープ
ランの策定について（新潟県決定）

① 広域都市計画マスタープランの概要

② 佐渡圏域計画について

③ 佐渡都市計画区域マスタープランについて



① 広域都市計画マスタープランの概要



広域都市計画マスタープラン圏域図
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赤字：圏域名
黒字：都市計画区域名
灰字：市町村名

両津、相川、真野、佐和田
都市計画区域を統合
→ 「佐渡都市計画区域」

佐渡



〔広域都市計画マスタープラン策定基本方針(平成26年6月) 〕
【基本方針１】 県と市町村の役割分担の明確化
【基本方針２】 対象範囲の広域化
【基本方針３】 変化する課題への対応

（人口減少） （高齢化） （環境保全） （防 災）

 【人口減少】インフラの効率的な利用、にぎわい
や活力の創出

 【高齢化】安心・安全な生活環境、利便性の高
い交通の確保

 【環境保全】生態系の保全、地球環境問題への
対応、美しい景観の保全

 【防災】度重なる地震や水害を踏まえた防災対
策の強化

 広域合併により一つの市に複数の都市計画区
域が存在し、都市計画区域マスタープランより
市町村マスタープランの対象範囲の方が広域
となっている。（逆転現象が生じている）

 広域合併やモータリゼーションの進展等により、
県民生活が都市計画区域を越えて広域化して
きている。

市町村合併の進展
 地域主権一括法の施行により、都市計画事務
は県から市町村に権限移譲が進む一方、県に
は広域的な見地からの調整がより求められる
ようになっている。

地方分権の進展 対応すべき課題の変化

12
『 広域都市計画マスタープラン 』 の策定に着手

都市計画区域マスタープラン（平成16年5月）→ 社会経済情勢の変化

広域都市計画マスタープラン 策定の経緯と概要

◎アドバイザー会議 ◎市町村意見



広域都市計画マスタープラン

・圏域計画と圏域に含まれる各都市計画区域
マスタープランで構成

圏域計画

・県が任意に定める計画
・県内７圏域ごとに策定
・都市計画区域の指定の有無にかかわらず
県土全域を対象

・圏域で共通する課題や広域的な都市
づくりの目標を定めるもの

・都市計画区域マスタープランの改定に
あわせ新たに作成

【構成イメージ】

追加・拡充

新たに作成

改定

都市計画区域の
整備・開発及び保全の方針

（都市計画区域マスタープラン）

・都市計画法第６条の２に基づく計画
・都市計画区域ごとに策定
・都市計画区域内を対象
・圏域計画を踏まえて、都市計画区域に お
け る 都 市 計 画 の 基 本 的 な 方 針 を
定めるもの

・平成１６年に策定し今回改定

広域都市計画マスタープランの構成



個 別 の 都 市 計 画

土地利用
-区域区分
-用途地域
-高度地区 など

都市施設
-道路
-公園
-下水道 など

市街地開発事業
-土地区画整理事業
-市街地再開発事業
など

市町村都市計画マスタープラン （市町村）

広域都市計画マスタープラン （県）
●「圏域計画」
●「都市計画区域マスタープラン」

都市計画マスタープランの体系

即する

即する （市町村が
定めるもの）

即する



② 佐渡圏域計画について





③ 佐渡都市計画区域マスタープラン
について







（３）：都市計画区域名の変更に伴う名称
変更について
（佐渡市決定）



・両 津 都市計画区域
・相 川 都市計画区域
・真 野 都市計画区域
・佐和田 都市計画区域

● 都市計画区域 （現 行）

● 都市計画区域を統合（４→１）

佐 渡 都市計画区域

都市計画区域名の変更に伴う名称変更について①

佐渡
都市計画区域



都市計画区域名の変更に伴う名称変更について②

○名称変更する都市計画一覧
■道路 ■公園 ■ごみ処理場

両津都市計画道路

3.5.1号 本線通り線

両津都市計画公園

2.2.1号 船場町公園 両津都市計画ごみ処理場 1号 両津クリーンセンター

3.5.2号 湊若宮線 2.2.2号 湊湖岸公園 佐和田都市計画ごみ処理場 1号 佐渡クリーンセンター

3.5.3号 両津相川線 2.2.3号 梅津公園 ■市場

相川都市計画道路

3.6.1号 仲町下相川線 2.2.4号 かがみが丘公園（公園名変更）
両津都市計画市場

1号 佐渡水産地方卸売市場

3.6.2号 大間中山峠線

相川都市計画公園

2.2.1号 下戸公園 2号 佐渡地方卸売市場

3.6.3号 下戸春日崎線 2.2.2号 柴町公園 ■汚物処理場

3.7.4号 下相川千畳敷線 3.3.1号 相川公園
佐和田都市計画汚物処理場

1号 国仲清掃センター（廃止）

3.7.5号 羽田町京町線 5.4.2号 城址公園 2号 佐渡市し尿受入施設

3.5.6号 道遊線 真野都市計画公園 4.5.1号 真野公園 ■火葬場

3.6.7号 城址公園線

佐和田都市計画公園

2.2.2号 河原田公園 両津都市計画火葬場 1号 青山斎場

真野都市計画道路

3.5.1号 両津小木線 2.2.3号 中原蓮池公園 相川都市計画火葬場 1号 相川斎場

3.5.2号 両津真野線 2.2.4号 鍛冶町公園 真野都市計画火葬場 1号 永安館

3.5.3号 真野赤泊線 2.2.5号 高浜町公園 ■下水道

3.5.4号 山ノ手線 2.2.6号 八幡公園 両津都市計画下水道 佐渡市公共下水道(両津処理区)

3.6.5号 真野新町線 2.2.7号 佐和田公園 相川都市計画下水道 佐渡市特定環境保全公共下水道(相川処理区)

3.5.6号 吉岡線 3.2.8号 城ケ丘公園

真野都市計画下水道

佐渡市公共下水道(国府川処理区)

佐和田都市計画道路

3.4.1号 中原窪田線 6.4.1号 つつじケ丘公園 長石北都市下水路

3.5.2号 長木窪田線 4.4.11号 金井町運動公園 四日町都市下水路

3.5.3号 下町田町線 佐和田都市計画下水道 佐渡市公共下水道(国府川処理区)

3.5.4号 窪田本町線

3.5.5号 中町線 ■用途地域

3.5.6号 諏訪町線 佐和田都市計画用途地域

3.5.7号 東窪田線 ■準防火地域

3.4.8号 窪田沢根線 相川都市計画準防火地域

佐和田都市計画準防火地域

■臨港地区

両津都市計画臨港地区 両津港臨港地区（区域拡大）



都市計画区域名の変更に伴う名称変更について③

■公園 ■公園

2.2.1号  船場町公園 2.2.1号  船場町公園

2.2.2号  湊湖岸公園 2.2.2号  湊湖岸公園

2.2.3号  梅津公園 2.2.3号  梅津公園

2.2.4号  かがみが丘公園（公園名変更） 2.2.4号 城之上丘公園（公園名変更）

2.2.1号  下戸公園 2.2.5号  下戸公園

2.2.2号  柴町公園 2.2.6号  柴町公園

3.3.1号  相川公園 3.3.1号  相川公園

5.4.2号  城址公園 5.4.1号  城址公園

真野都市計画公園 4.5.1号  真野公園 4.5.1号  真野公園

2.2.2号  河原田公園 2.2.7号  河原田公園

2.2.3号  中原蓮池公園 2.2.8号  中原蓮池公園

2.2.4号  鍛冶町公園 2.2.9号  鍛冶町公園

2.2.5号  高浜町公園 2.2.10号  高浜町公園

2.2.6号  八幡公園 2.2.11号  八幡公園

2.2.7号  佐和田公園 2.2.12号  佐和田公園

3.2.8号  城ケ丘公園 3.2.2号  城ケ丘公園

6.4.1号  つつじケ丘公園 6.4.1号  つつじケ丘公園

4.4.11号  金井町運動公園 4.4.2号  金井町運動公園

佐渡都市計画公園

両津都市計画公園

相川都市計画公園

佐和田都市計画公園

変 更



都市計画区域名の変更に伴う名称変更について④

○名称変更後の都市計画一覧
■道路 ■公園 ■ごみ処理場

3.5.1号  本線通り線 2.2.1号  船場町公園 1号  両津クリーンセンター

3.5.2号  湊若宮線 2.2.2号  湊湖岸公園 2号  佐渡クリーンセンター

3.5.3号  両津相川線 2.2.3号  梅津公園 ■市場

3.6.4号  仲町下相川線 2.2.4号 城之上丘公園（公園名変更） 1号  佐渡水産地方卸売市場

3.6.5号  大間中山峠線 2.2.5号  下戸公園 2号  佐渡地方卸売市場

3.6.6号  下戸春日崎線 2.2.6号  柴町公園 ■汚物処理場

3.7.7号  下相川千畳敷線 3.3.1号  相川公園 廃止

3.7.8号  羽田町京町線 5.4.1号  城址公園 1号  佐渡市し尿受入施設

3.5.9号  道遊線 4.5.1号  真野公園 ■火葬場

3.6.10号  城址公園線 2.2.7号  河原田公園 1号  青山斎場

3.5.11号  両津小木線 2.2.8号  中原蓮池公園 2号  相川斎場

3.5.12号  両津真野線 2.2.9号  鍛冶町公園 3号  永安館

3.5.13号  真野赤泊線 2.2.10号  高浜町公園 ■下水道

3.5.14号  山ノ手線 2.2.11号  八幡公園

3.6.15号  真野新町線 2.2.12号  佐和田公園

3.5.16号  吉岡線 3.2.2号  城ケ丘公園

3.4.17号  中原窪田線 6.4.1号  つつじケ丘公園

3.6.18号  長木窪田線 4.4.2号  金井町運動公園 ■下水路

3.5.19号  下町田町線 

3.5.20号  窪田本町線 

3.5.21号  中町線 ■用途地域

3.5.22号  諏訪町線 

3.5.23号  東窪田線 ■準防火地域

3.4.24号  窪田沢根線

■臨港地区

佐渡都市計画臨港地区  両津港臨港地区（区域拡大）

佐渡都市計画汚物処理場

佐渡都市計画下水道

佐渡市公共下水道(両津処理区)

佐渡市特定環境保全公共下水道(相川処理区)

佐渡市公共下水道(国府川処理区)

長石北都市下水路

四日町都市下水路

佐渡都市計画道路

佐渡都市計画市場

佐渡都市計画公園

佐渡都市計画ごみ処理場

佐渡都市計画火葬場

佐渡都市計画下水道

佐渡都市計画準防火地域

佐渡都市計画用途地域



（４）：佐渡都市計画下水道の変更について
（佐渡市決定）



佐渡都市計画下水道の変更について①
○名称変更に伴う面積の変更

変 更 前（既決定）

種類及び名称 排水面積

佐和田都市計画下水道
佐渡市公共下水道
（国府川処理区）

約449ha

真野都市計画下水道
佐渡市公共下水道
（国府川処理区）

約264ha

変 更 後（変更決定）

種類及び名称 排水面積

佐渡都市計画下水道
佐渡市公共下水道
（国府川処理区）

約713ha

汚水

変 更 前（既決定）

種類及び名称 排水面積

佐和田都市計画下水道
佐渡市公共下水道
（国府川処理区）

約404ha

真野都市計画下水道
佐渡市公共下水道
（国府川処理区）

約249ha

雨水

変 更 後（変更決定）

種類及び名称 排水面積

佐渡都市計画下水道
佐渡市公共下水道
（国府川処理区）

約653ha



名 称 施 設 名 変 更 前（既決定） 変 更 後（変更決定）

佐渡市公共下水道
（両津処理区）

下水管渠
処理場放流渠（起点） 佐渡市梅津字平沢 佐渡市梅津字中セ川原

処理場放流渠（終点） 佐渡市梅津字平沢 佐渡市梅津字中セ川原

その他施設
舟場町汚水中継ポンプ場 佐渡市梅津字袋尻 佐渡市梅津字浜田

両津浄化センター 佐渡市梅津字平沢 佐渡市梅津字平沢、堂川原、川原、中セ川原、サキノ

佐渡市公共下水道
（国府川処理区）

下水管渠 国府川３号幹線（起点） 佐渡市四日町字千束町 佐渡市四日町字千速町

その他施設
中興ポンプ場 佐渡市中興字柳田 佐渡市中興字西沖

四日町ポンプ場 佐渡市四日町字千束町 佐渡市四日町字千速町

長石北都市下水路 下水管渠
長石北幹線（起点） 真野町大字四日町無番地 佐渡市四日町

長石北幹線（終点） 真野町大字長石字西通 佐渡市長石字西通

四日町都市下水路 下水管渠

四日町１号幹線（起点） 真野町大字四日町字川端378番地 佐渡市四日町

四日町１号幹線（終点） 真野町大字四日町字川端384番地 佐渡市四日町字川端

四日町２号幹線（起点） 真野町大字四日町無番地 佐渡市四日町

四日町２号幹線（終点） 真野町大字長石字西道99番地 佐渡市四日町字川端

佐渡都市計画下水道の変更について②

○地名表記の変更箇所一覧



（５）：佐渡都市計画公園の名称変更について

（佐渡市決定）



佐渡都市計画公園の名称変更について①

かがみが丘公園



佐渡都市計画公園の名称変更について②

かがみが丘公園 → 城之上公園に変更



（６）：佐渡都市計画汚物処理場の変更について

（佐渡市決定）



「国仲清掃センター」の廃止について①

国仲清掃センター

国府川



「国仲清掃センター」の廃止について②

【国仲清掃センター】
・昭和58年11月 都市計画決定
・昭和60年 4月 供用開始
・平成26年11月 稼動停止
・平成28年10月 解体工事着手
・平成29年12月 都市計画廃止(予定)
・平成30年 2月 解体工事完了(予定)

【佐渡市し尿受入施設】
・平成24年8月 都市計画決定
・平成26年7月 供用開始



（７）：佐渡都市計画臨港地区の変更について

（新潟県決定）



夷地区
湊地区

フェリー
ターミナルあいぽーと佐渡

平成26年11月撮影

両津漁港

両津港

前回改訂：平成10年3月（目標年次：平成20年代前半）両津港の概要（位置）



臨港地区とは

臨港地区に指定されると・・・・
・別途指定される分区により一部の建築物等が規制されます。
・工場の新増設等一定の行為において届出が必要となります。

臨港地区とは
・都市計画法第８条の規定により定められた地区
・港湾法第38条の規定により港湾管理者が定めた地区（都市計画区
域外のみ）

港湾の機能を発揮するために、港湾の背後地の土地利用と調整を
図るための制度
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前回改訂：平成10年3月（目標年次：平成20年代前半）港湾計画の変更の必要性

【船舶航行安全性の向上】
①港内静穏度の確保
⇒北防波堤の延伸を計画

【湊地区】
②大規模地震発生時における防災拠点機能強化
⇒大規模地震対策施設の計画

湊地区

【湊地区】
◯小型船の適正収容に対応した計画
⇒既存ストックを有効利用した係留施設計画

【夷地区】
③賑わい空間創出
・ 土地利用計画の変更（ふ頭用地→緑地）
・ 小型さん橋１基を計画
（ビジターのヨットなどの受入れ機能強化)

・ 臨港道路（２車線）を計画
（ふ頭用地へのアクセス確保）

（参考）
・ 岸壁切下げによる上陸用小型船着岸時の
利便性向上（ｸﾙｰｽﾞ船の受入れ機能強化）

平成２８年２月 港湾計画の一部変更



両津港臨港地区の変更及び分区の変更（案）


